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万引き防止対策「モデル店舗」認定制度

東京万引き防止官民合同会議では、「万引きさせない店づくり」の一環として、ソ
フト面・ハード面・地域の絆づくりにおいて模範となる店舗を「モデル店舗」と認定
する制度を新たに構築しました。東京万引き防止官民合同会議と万引き防止連
絡会が連携し「認定委員会」を構成し審査担当となり、モデル店舗を認定するもの
です。認定制度は、店全体のイメージアップや従業員の意識高揚など、「モデル
店舗」は安全で安心なお店づくりに役立つものです。平成24年3月1日より受付を
開始、審査は4月、第1回目の認定書交付を6月28日開催の東京万引き防止官民
合同会議にて行いました。
これは店舗見学会、モデル店舗選定基準

の策定「検討会」、店舗模擬審査会を経て
実施されたものです 。



万引き防止対策「モデル店舗」の認定
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モデル店舗認定のメリット

○ 専門の認定委員による審査と指導を受けることができます
（店舗診断プログラム）

○ モデル基準による「万引対策の見える化」で、万引防止に携わ
る関係者の役割と責任が増す

○ 安全・安心・愛着心のある社会作り

－双方向参加型社会の実現－


